
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続財産を譲渡した場合の特例               

Ｑ：相続財産を譲渡した場合には特例があ

るそうですが、どのような内容なのですか？                         

                                              

Ａ：一定期間内に土地等を譲渡した場合に

は、一定の金額が取得費に加算されます。 

【解説】 

相続や遺贈により取得した財産を、相続開

始のあった日の翌日から相続税の申告書の提

出期限(10ヶ月)の翌日以後３年以内に譲渡し

た場合には、次の金額をその土地等の取得費

に加算することができることになっています。

いわゆる取得費加算の特例といわれるもので

す。 

Ａ×Ｂ÷Ｃ＝取得費に加算できる金額 

  Ａ：その者の納付すべき相続税額 

 Ｂ：その者の相続税の課税価格の計算の基礎

とされたその譲渡した財産の価額 

 Ｃ：その者の相続税の課税価格(債務控除前) 

ただし、この取扱いは、平成27年１月１日

以後の相続により取得した土地等を譲渡した

場合に適用され、それ以前、平成26年12月31

日までに相続により取得した土地等を譲渡し

た場合には、上記算式のＢを以下の金額Ｂ´

として計算した金額を取得費に加算すること

ができることとなっています。 

 Ｂ´：その者が相続によって取得したすべて

の土地等の価額 

  いつの相続によって取得した土地等なのか

によって、取扱いが違いますので注意してく

ださい。 
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